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掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く）
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○は休日窓口開設日10月

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

月
の
休
日
窓
口

１０

■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（
１
日
の

み
）
、
納
税
課
（
１
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
市
税

証
明
書
交
付
事
務
ほ
か
）
も
あ
り

ま
す

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、
土
曜
・

０４２

３８７

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

問

○

問合先内　容ところと　き名　称

生涯学習課文化財係
（☎０４２−３８７−９８７９）

玉川上水整備事業
について　ほか

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

１０月６日（金）
１０：００〜

玉川上水・小金
井桜整備活用推
進委員会

地域福祉課地域福祉係
（☎０４２−３８７−９９１５）

新施設に求める基
本理念、建設場
所、建設規模、機
能等について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

１０月６日（金）
１８：００〜

（仮称）新福祉
会館建設基本計
画市民検討委員
会（※）

庶務課庶務係
（☎０４２−３８７−９８７２）

平成２９年度奨学生
および奨学資金の
運営状況について
ほか

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

１０月１０日（火）
１５：００〜

奨学資金運営委
員会

子ども家庭支援センター
（☎０４２−３２１−３１６１）

子ども家庭支援セ
ンターの運営につ
いて

保健センター１
階大会議室

１０月１３日（金）
１０：００〜

子ども家庭支援
センター運営協
議会（※）

経済課産業振興係
（☎０４２−３８７−９８３１）

小口事業資金融資
あっせんに関する
事項について

商工会館２階小
会議室

１０月２０日（金）
１０：００〜

小口事業資金融
資審議会

健康課健康係
（☎０４２−３２１−１２４０）

健康増進計画につ
いて

市民会館・萌え
木ホールＡ会議
室

１０月２６日（木）
１９：３０〜

健康増進専門部
会

※保育あり（要事前申込）◆◆各種審議会等の開催日程◆◆

【
①
正
規
職
員
（
保
健
師
）
】

■
資
格
等
要
件
昭
和　

年
４
月
２

４８

日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
保
健

師
資
格
を
有
す
る
方
※
平
成　

年
３０

３
月　

日
ま
で
に
、
卒
業
お
よ
び

３１

資
格
取
得
見
込
み
の
方
を
含
む

■
募
集
人
数
若
干
名

【
②
非
常
勤
嘱
託
職
員　

保
育
園

用
務
業
務
】

■
勤
務
時
間
週
５
日
、
月
曜
～
金

曜
日
、
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■
報
酬
月
額　

万
７
千　

円

１５

２００

■
資
格
等
要
件
自
転
車
に
乗
れ
る

方【
③
非
常
勤
嘱
託
職
員　

難
病
患

者
等
周
辺
相
談
業
務
】

■
勤
務
時
間
月
曜
～
金
曜
日
の
う

ち
週
４
日
（
割
り
振
り
は
所
属
長

が
定
め
る
）
午
前
８
時　

分
～
午

３０

後
５
時

■
報
酬
月
額　

万
４
千
円

２４

■
資
格
等
要
件
保
健
師
資
格
を
有

す
る
方

■
募
集
人
数
１
人

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

■
採
用
予
定
日
①
平
成　

年
４
月

３０

１
日
（
日
）②
③　

月
１
日
（
水
）

１１

■
年
齢
等
要
件
▽
昭
和　

年
４
月

２７

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
（
①
を

除
く
）
▽
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん

■
要
項
配
布
・ 

①　

月　

日

１０

１７

（
火
）
②　

月　

日
（
火
）
③　

１０

１０

１０

月　

日
（
水
）
ま
で
に
、
職
員
課

１１
へ
。
郵
送
の
場
合
は
①　

日
②
９

１６

日
③　

日
い
ず
れ
も
必
着

１０

 

要
項
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

 

職
員
課
人
事
研
修
係（
〒　

儿
８

１８４

５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
本
庁

舎
１
階
☎　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
度
に
協
働
事
業
提
案

３０

制
度
に
よ
り
実
施
す
る
事
業
提
案

を
募
集
し
ま
す
。
市
と
一
緒
に
行

い
た
い
事
業
が
あ
る
団
体
は
、
必

ず
募
集
要
項
を
確
認
の
う
え
、
応

募
し
て
く
だ
さ
い
。

■
事
前
相
談
期
間　
月
２
日（
月
）

１０

～　

月　

日
（
金
）

１１

１７

■
提
案
書
提
出
期
間　

月
２
日

１０

（
月
）
～　

月　

日
（
木
）

１１

３０ 申

他問平
成　

年
度
実
施

３０

協
働
事
業
提
案
制
度
の

提
案
を
募
集

■
応
募
で
き
る
団
体
市
内
に
活
動

拠
点
を
も
つ
５
人
以
上
で
構
成
さ

れ
た
市
民
活
動
団
体
等

■
対
象
事
業
平
成　

年
３
月
ま
で

３１

に
実
施
す
る
公
共
的
な
課
題
を
解

決
す
る
事
業
（
市
の
補
助
は　

万
５０

円
ま
で
希
望
で
き
ま
す
）

■
審
査
方
法
書
類
審
査
、
公
開
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン

グ
審
査

■
募
集
要
項
配
布
場
所　

月
２
日

１０

か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
、
市

民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備
室

（
本
町
５
儿　

儿　

社
会
福
祉
協

３６

１７

議
会
内
）
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

 

事
前
相
談
が
必
須
の
た
め
、
初

め
に
市
民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー
準

備
室
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い

 

事
前
相
談
に
つ
い
て
＝
市
民
協

働
支
援
セ
ン
タ
ー
準
備
室
（
☎　
０４２

儿　

儿
７
７
６
７
）
、
制
度
に
つ

３８５
い
て
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
文

化
推
進
係
（
☎　

儿　

儿
９
９
２

０４２

３８７

３
）

 　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土

地
・
家
屋
の
取
得
で
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
等

の
特
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

▽
東
日
本
大
震
災
の
被
害
に
よ
り

滅
失
・
損
壊
し
た
家
屋
や
そ
の
敷

地
と
さ
れ
て
い
た
土
地
に
代
わ
る

土
地
・
家
屋
を
、
平
成　

年
３
月

２３

　

日
～　

年
３
月　

日
に
取
得
し

１１

３３

３１

た
場
合

▽
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
警
戒
区

域
設
定
指
示
区
域
内
に
あ
っ
た
家

他問東
日
本
大
震
災
等
に
よ
り

被
災
し
た
方
へ

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
特
例
が
あ
り
ま
す

屋
や
そ
の
敷
地
と
さ
れ
て
い
た
土

地
に
代
わ
る
土
地
・
家
屋
を
、
警

戒
区
域
の
解
除
日
か
ら
一
定
期
間

（
原
則
３
か
月
、
代
替
家
屋
が
解

除
後
に
新
築
・
完
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
場
合
は
１
年
）の
間
に
取
得

し
た
場
合

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

平
成　

年
度
課
税
に
お
け
る
申

３０

請
は
、
平
成　

年
１
月　

日
ま
で

３０

３１

 

資
産
税
課
土
地
係
・
家
屋
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 
【
都
ク
イ
ッ
ク
融
資
を
利

　

用
し
て
い
る
商
工
業
者

　

の
皆
さ
ん
へ
】

　

地
元
商
工
業
の
活
性
化
支
援
の

た
め
に
、
商
工
業
者
（
法
人
・
個

人
）が
東
京
都
制
度
融
資
の
ク
イ
ッ

ク
融
資
（
略
称
「
つ
な
ぎ
」
）を
利

用
し
て
市
と
契
約
し
た
金
融
機
関

か
ら
借
り
受
け
た
事
業
資
金
の
融

資
に
つ
い
て
、
平
成　

月
４
月
～

２９

９
月
の
支
払
利
子
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

【
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
対
象
に
し

　

た
利
子
補
給
制
度
】

　

市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
）が
市
と
契
約
し
た
金
融
機
関

か
ら
借
り
受
け
た
、
特
定
非
営
利

活
動
に
係
る
事
業
資
金
の
融
資
に

つ
い
て
、
平
成　

年
４
月
～
９
月

２９

の
支
払
利
子
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

他問各
種
利
子
補
給
制
度

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

制
度
内
容
、
申
込
資
格
、
必
要
書

類
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

必
要
書
類
の
準
備
に
時
間
を
要

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
請
受
付
期
間　
月
３
日（
火
）

１０

～　

日
（
火
）

３１

 

経
済
課
産
業
振
興
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７
 　

国
民
年
金
付
加
年
金
は
、
毎
月

の
定
額
保
険
料
に　

円
の
付
加
保

４００

険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
付
す
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上

乗
せ
さ
れ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

　

付
加
年
金
の
受
給
額
は
「　

円
２００

×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
」と
し
て

計
算
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、　

年
１０

間
（　

か
月
）
付
加
保
険
料
を
納

１２０

付
す
る
と
、　

円
×　

か
月
＝
２

２００

１２０

万
４
千
円
（
年
額
）が
上
乗
せ
さ
れ

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
免
除
・
納
付
猶
予
・
学

生
納
付
特
例
を
受
け
て
い
る
方
や

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る

方
は
、
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

付
加
保
険
料
は
、
申
し
込
み
を

し
た
月
か
ら
納
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
早

め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

問国
民
年
金
付
加
年
金
を

ご
存
じ
で
す
か

 

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
４
４
）

０４２

３８７

 　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

一
斉
更
新
を
行
い
、　

月
か
ら
の

１０

新
し
い
保
険
証
を
簡
易
書
留
郵
便

で
送
付
し
ま
し
た
。
一
般
の
被
保

険
者
証
は
「
濃
ク
リ
ー
ム
色
」
、退

職
被
保
険
者
証
は
「
空
色
」
で
す
。

　

届
か
な
い
場
合
は
、
郵
便
局
の

不
在
票
の
有
無
を
確
認
し
、
不
在

票
が
あ
る
場
合
は
、
郵
便
局
へ
再

配
達
の
連
絡
や
受
け
取
り
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
不
在
票
が
な

い
場
合
や
郵
便
局
の
保
管
期
限
を

過
ぎ
て
い
る
場
合
は
、
至
急
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問国
民
健
康
保
険

新
し
い
保
険
証
は

届
き
ま
し
た
か

　

な
お
、
古
い
保
険
証
は　

月
１

１０

日
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
住
所
・
世
帯
等
で
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は
、　

日
以
内
に

１４

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
３
）

０４２

３８７

 　

み
ど
り
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
、
新
た
に
生
け
垣
を
造
成
す

る
場
合
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
取
り

壊
し
て
生
け
垣
を
造
成
す
る
場
合

に
奨
励
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

造
成
ま
た
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

取
り
壊
し
を
行
う
際
は
、
必
ず
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

 

環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

問生
け
垣
造
成
奨
励
金
を
交
付

問

土金木水火月日
7654321

141312111098

21201918171615

28272625242322

313029

職
員
募
集

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
益
田
あ
ゆ
み
氏
は
、
９
月　
１２

日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
り
ま

し
た
が
、
平
成　

年
第
３
回
市
議

２９

会
定
例
会
に
お
い
て
議
会
の
同
意

を
得
て
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
任
期
は
９
月　

日
～
平

１３

成　

年
９
月　

日
の
３
年
間
で

３２

１２

す
。

　
　

歳
、
小
金
井
市
在
住

４４

委
員
に
益
田
あ
ゆ
み
氏
を
選
任

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会


